
奉考琴甲阜  

保険者調査  

調査概要  

（1） 調査の目的   

・ 各自治体での介護認定調査の実施方法、調査員への研修・指導、介護認定審査会の体制、  

介護認定審査会委員への研修等の状況を把握することを目的に調査を実施   

（2） 調査対象   

・要介護認定に関する業務を実施する自治体（全国市町村一政令市行政区・広域連合■一部事務組  

合等）  

○ 報告自治体数：1，529自治体  

（3） 調査期間  

・ 2009年6月18日～6月24日  

（4） 調査実施方法   

・ インターネット上に調査回答用WEBサイトを構築し、回答者はそれぞれに一意のIDとパスワー  

ドでログインし回答を入力する。  

（5） 質問項目   

（D 基本情報   

② 認定調査の実施方法   

③ 調査印研修・指導   

④ 介護認定審査会の体制   

⑤ 介護認定審査会委員研修   

⑥ 認定調査結果の確認   

（6） 集計方法   

・要介護認定の業務には、「認定調査」、「介護認定審査会の運営」の業務がある。これらの業務は、  

必ずしも被保険者を抱える保険者が一括して行っているとは限らず、「認定調査」のみを行う自治  

体、「介護認定審査会の運営」のみを行う自治体、両方を行う自治体等のパターンが存在する。  

保険者調査では、認定調査を行っているか（問2）、介護認定審査会の運営を行っているか（問  

14）を質問することにより、各業務を行っている自治体のみから回答を収集できるように設計し  

ている。また、同時に各業務を行っていない自治体に対しては、その自治体の業務を受託している  

団体の保険者コードを入力してもらうことで、その自治体の被保険者を「認定調査」、「介護認定審  

査会の運営」を行っている自治体のデータに取り込み分析できるようにした。  

1．要介護認定申請者情報（自治体で経過措置適用前の二次判定結果等を入力した被保険者の認定情  

報）を自治体ごとに集計  

2．1で集計した要介護認定申請者情報と保険者調査の認定に関する設問の回答を結びつけ、保険者  

調査の調査に関する回答内容と併せて各被保険者の認定情報を分析  

3．同様に審査会運営自治体ごとにもデータを集計し、保険者調査の審査会に関する回答内容と併せ  

て各被保険者の認定情報を分析  

※ なお、要介護認定申請者情報を用いた集計は、要介護認定申請者の件数が、100件以上ある自治  

体のみを抽出して行う。   



1．認定調査  

・データ件数   

保険者調査回収自治体数二1，529自治体   

認定調査実施自治体数：1，367自治体   

うち要介護認定者情報と結合できた自治体数：1，176自治体（調査実施自治体の85．9％）  

Ⅰ．認定調査の実施方法   

ト1認定調査の実施体制（n＝1，529）  

3－？？き薫≡き‡  

：‥2．4％こここ・10．8％こニ：  83．7％  

0％  10％  20％  30％  4D％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

単独で実施（費自治体の被保険者のみを対象に認定調査業務を実施）  

■単独実施（貧自治体が黄白治体以外の申請者を含めた対象に認定調査を実施する．、認定調査の受託等をしている）  

ご認定調査を行っておらず、他自治体に委託等している  

、＼保険者ではなく、認定調査を行っておらず、他自治体に委託等もしていない（広域連合、一部事務組合等の場合）  

ト2 事務受託法人への委託の有無（n＝1，36了）  

17．7％  

0％  1％  20％  30％  40％  

委託している  

50  60％  70％  80  90％   100％  

委託していない  

ト3 申請区分ごとの自治体職員（事務受託法人の職員を含む）による調査の割合（∩＝1，367）  

居宅■新規  

居宅・区分変更  

施設・更新  

施設・区分変更  

0％  10％  20％  30％  40％  50ウも  60％  70％  80％  90％  100％  

□2割未満 □2割以上4割未満 84割以上6割未満 口6割以上8割未満 D8割以上10割未満 田10割  
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ト4 ケアプラン策定事業者の認定調査に関する取り組み  

（1）居宅の場合の取り決め（n＝1，367）   

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

口当該申請者のケアブラン策定者が調査を行うことは認めていない（緊急時には認めている場合も含む）  

日当該申請者のケアプラン策定者及び利用中のサイス提供事業者が調査することは認めていない（緊急時には認めている場合も含む）  

日取り決めはない（認定調査を認めている）  

（2）居宅の場合の取り決め別一次判定結果（n＝1，176）  

ケアプラン策定者が行うことは認めてい  

ない（n＝345）   

ケアプラン策定者及びサービス提供事業者   
が行うことは認めていない（n＝195）  

取り決めはない（∩＝504）  

その他（n＝132）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0？も  100．0％  

ロ非該当 □要支援1 日要支援2 □要介護1 ロ要介護2 【コ要介護3 E】要介護4 【】要介護5  

（3）施設の場合の取り決め（n＝1，367）  

巨頭］  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

D当該申請者の入所している施設の職員が調査を行うことは認めていない（緊急時には認めている場合も含む）  

口取り決めはない（認定調査を認めている）  

（4）施設の場合の取り決め別一次判定結果（n＝1，176）  

認めていない（n＝412）  

取り決めはない（n＝61り  

その他（n＝153）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

ロ非該当  ロ要支援1 日要支援2 日要介護1【】要介護2 日要介護3 EI要介護4 ロ要介護5   



1－5 自治体職員（事務受託法人の職員を含む）による調査 調査員数  

（1）自治体職員（事務受託法人の職員を含む）による調査 調査員数（∩＝1，367）   
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（2）うちフルタイムかつ専従の職員数（n＝1，367）  
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（3）1号被保険者10，000人当たりの自治体職員（事務受託法人の職員を含む）による調査  

調査員数（n＝1，334）  
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※「不明」およぴ1号被保険者人口不明の33自治体を除〈  
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ト6 委託調査 調査員数  

（1）自治体が配布している調査員証の数（n＝1，232）   
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※ 「不明」との回答135自治体を除く  

（2）委託調査を行う調査員の数（n＝1，233）  
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「不明」との回答134自治体を除く  ※  

（3）1号被保険者10，000人当たりの委託調査 調査員数（n＝1，203）   
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（4）1月に5件以上の調査をしていると考えられる 調査員数（n＝1，244）  
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※ 「不明」との回答123自治体を除く  

ト7 調査実施自治体が行う1月当たりの調査件数（∩＝1，367）  

（1）調査件数  
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（2）うち自治体職員（事務受託法人の職員を含む）による調査割合（∩＝1，367）   

志臨融鹿盛 
0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90？b  lOO％  

□2割未満 臼2割以上4割未満 白4割以上6割未満 D6割以上8割未満 □8割以上10割未満 ロ10割  

（3）自治体職員（事務受託法人の職員を含む）による調査実施割合別一次判定結果（n＝1，1了6）  

2割未満（n＝60）   

2割以上4割未満（n＝193）   

4割以上6割未満（n＝182）   

6割以上8割未満（∩＝141）   

8割以上10割未満（n＝264）  

10割（n＝336）  

0．0％ 10．0％  20．0％  30．0％  40．0％  50，0％  60．0％  70．0％  80．0％  90．0％ 100．0％  

ロ非該当 口要支援1 日要支援2 El要介護1【ヨ要介護2 8要介護3 tコ要介護4 ロ要介護5  
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Ⅱ．調査員研修・指導  

2－1平成21年からの新たな方式での認定に関する研修を受けた調査員の割合（n＝1，367）   

（1）新たな方式での認定に関する研修受講者割合  
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0％  20％  40％  60％  80％  100％   

2割未満：2割以上4割未満 ぢ4割以上6割未満｝、6割以上8割未満 7く8割以上10割未満 ここ10割 ク不明  

（2）新認定研修受講者割合別一次判定結果（自治体職員）（n＝1，176）  

2割未満（n＝＝）  

2割以上4割未満（n＝12）  

4割以上6割未満（n＝26）  

6割以上8割未満（n＝25）   

8割以上10割未満（n＝112）  

10割（n＝983）  

不明（∩＝7）  

0．0％  10．0？ふ  20．0％  30．0％  40．0％  50．0％  60．0％  70．0％  80．0％  90．0％ 100．0％  

ロ非該当 口要支援1【】要支援2 【コ要介護1 口要介護2 日要介護3 8要介護4 ロ要介護5  

（3）新認定研修受講者割合別一次判定結果（委託事業者）（n＝1，176）  

2割未満（n＝72）  

2割以上4割未満（n＝19）  

4割以上6割未満（n＝24）  

6割以上8割未満（n＝30）   

8割以上10割未満（∩＝220）  

10割（n＝436）  

不明（n＝375）  

0．0％  10．0％  20．0％  30．0％  40．0％  

ロ非該当 口要支援11ヨ要支援2 【】要介護1  

7  

「   



3－1研修開催回数（n＝1，367）  

（1）都道府県主催回数  
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（4）その他主催  
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（6）研修回数（合計）別一次判定結果（n＝1，176）  

研修回数合計×一次判定結果  
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4－1研修で扱った内容（n＝552）  

（1）研修で扱ったそれぞれの内容に対する説明の比重  

要介護認定制度の基本設計  

3つの評価軸  

各調査項目の定義  

特記事項記載の視点  

常時介誠者が不在の場合の考え方  

時l冒l帯や体調で介助方法が果なる場合の考え方  

介誠が不足している場合の取扱方法  

介三笠認定書璃会で特記・li項が・巨視されること  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

（2）研修内容（要介護認定制度の基本設計）別一次判定結果（∩＝456）  

特に重点的に説明した（n＝88）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝298）  

ほとんど説明していない（∩＝70）  

0．0％  20．肌  40．0％  60．0？i  80．0％  100．0％  

（3）研修内容（3つの評価軸に関して）別一次判定結果（n＝456）  

特に重点的に説明した（n＝289）  

内容に関して一遇りは説明した（n＝151）  

ほとんど説明していない（n＝16）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  
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（4）研修内容（各調査項目の定義）別一次判定結果（n＝456）  

特に重点的に説明した（n＝223）  

内容に関して一通りは説明した（n＝216）  

ほとんど説明していない（n＝17）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

当  口  

（5）研修内容（特記事項の記載の視点（選択根拠、手間、頻度））別一次判定結果（n＝456）  

特に重点的に説明した（n＝309）  

内容に関して一通りは説明した（n＝137）  

ほとんど説明していない（n＝10）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

ロ非該当 0要支援1 61要支援2 【ヨ  1 田要介言  

（6）研修内容（常時介助を提供するものがいない等状態の考え方）別一次判定結果（n＝456）  

特に重点的に説明した（n＝213）  

内容に関して一通りは説明した（n＝222）  

ほとんど説明していない（n＝21）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

（7）研修内容（時間帯や体調によって介助の方法が異なる場合の考え方）別一次判定結果（n＝456）  

特に重点的に説明した（n＝182）  

内容に関して一通りは説明した（n＝244）  

ほとんど説明していない（n＝30）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

□非該当 口要支援1【】  1 □要  3 日要介喜  
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（8）研修内容（介護が不足している場合の取り扱い方法）別一次判定結果（n＝456）  

特に重点的に説明した（∩＝193）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝238）  

ほとんど説明していない（n＝25）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100．0％  

当  日  2  日要  4 ⊂】要  

（9）研修内容（介護認定審査会でより特記事項が重視される方法となったことについての説明）別  

一次判定結果（n＝456）  

くゝ㌧く∴く∴〈ご＝：ご：さ 
際立迄：：：：三貴  

．、 

6．9                                    憑］≡；川3≡′≡≡1！・2 く∴く∴こ二：つ二っこ莞二拐てイ 
▲待・プ／字′  

特に重点的に説明した（n＝320）  

内容に関して一通りは説明した（∩＝126）  

ほとんど説明していない（n＝10）  

□非該当  口要支援1 61要支援2 tコ要介喜監1 tヨ啓介詑2 tコ要介喜狂3 日曹介諾4 ⊂I曹介譜5  

5→1テキスト配布方法（n＝1，367）  

（1）テキストの配布状況  

自治体職員・電子版  

委託職員・電子版  

自治体職員・紙媒体  

委託職員・紙媒体  

0％  10％  20％   30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

ロおおよそ全員に配布した ロ全員ではないが、半数以上には配布した 四半数には満たないが配布した 8ほとんど配布していない  
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